
令和3年9月1日～令和3年10月5日

1 水 ９月定例教育委員会

2 木 ９月定例校長会

3 金 直方市保幼小中高第2回運営委員会                       提案説明

4 土

5 日

6 月                                                      一般質問

7 火                                                      一般質問

8 水                                                      一般質問

9 木                                                      一般質問

10 金

11 土

12 日

13 月                            　                    　　決算質疑

14 火

15 水 小中一貫教育推進本部会議 　　　　　　　　　　　　　　予算等質疑

16 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

17 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

18 土

19 日

20 月

21 火 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

22 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

23 木

24 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採決

25 土

26 日

27 月 ９月教育長会

28 火

29 水 コロナ対策本部会議

30 木

1 金 10月定例校長会議

2 土

3 日

4 月

5 火 10月定例教育委員会　教育長面談

教育委員会行事報告

　10月



令和3年10月6日～令和3年10月31日

6 水 教育長面談

7 木 教育長面談

8 金 教育長面談　

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金 教育長会　第２回学力向上検証委員会

16 土

17 日

18 月

19 火 第２回総合教育会議

20 水 教育研究所2年次研究員発表会

21 木 第72回全国学校給食研究協議大会（オンライン）

22 金 第72回全国学校給食研究協議大会（オンライン）

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土 英語発表会

31 日

教育委員会行事予定



 

 

 

議案第 15号 

 

 

 

 

  直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則について 

 

 

 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 10月 5日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第2条第19号の規定により提案するもの

である。 

資料１ 



直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則  

令和2年1月8日 

規則第1号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、直方市小学校給食費の管理に関する条例（令和元年 12月直方

市条例第48号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。  

（小学校給食実施校）  

第3条 条例第3条に規定する規則で定める小学校は、直方市立学校条例（昭和 44

年直方市条例第5号）に定める小学校とする。  

2 小学校給食の提供を受けようとする児童の保護者は、直方市学校給食申込書

（様式第1号）をもって市長に申し込まなければならない。  

（小学校給食費の額）  

第4条 一の年度において納付すべき小学校給食費の額（以下「年間給食費」とい

う。）は、264円に当該小学校における小学校給食の年間実施回数を乗じて得た

額とする。 

2 条例第4条第2項の小学校給食費に相当する額は、 1食あたり264円とする。 

（年間給食費の調整）  

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による年間給食費

は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。  

(1) 年度の途中で市外より転入した場合  264円に転入学年月日以降の当該小

学校における小学校給食の実施回数を乗じて得た額  

(2) 年度の途中で市外へ転出した場合  264円に転出先の学校が受け入れた日

の前日までの当該小学校における小学校給食の実施回数を乗じて得た額  

（小学校給食費の減免）  

第6条 条例第6条の規定による小学校給食費の減免は、次の場合に行うものとす

る。 

(1) アレルギー又は宗教上の理由その他教育上配慮すべきと認められる理由

で小学校給食の全部または一部を受けることが出来ないとき。  

(2) 病気、事故その他の理由により連続して 5日以上（学校休業日を除く。）



小学校給食を受けないとき。  

(3) 市長が特に必要と認めたとき。  

2 前項第1号の事由により、小学校給食費の減免を受けようとする児童の保護者

は、直方市学校給食変更申込書（様式第 2号）をもって市長に申請しなければな

らない。 

3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その可否を決定し、当該児

童の保護者に通知するものとする。  

4 市長は、第1項第2号又は第3号により小学校給食費の減免を行う場合は、その

事由について必要な調査を行うものとする。  

5 前項の場合において減免を行う場合は、当該保護者に通知するものとする。  

（小学校給食費の徴収等）  

第7条 小学校給食費の納期限及び納付額は、別表の通りとする。ただし、市長は、

第5条の規定により給食費の特例を適用したとき、前条の規定により小学校給食

費を減免したときその他の本文中の納期限及び納付額により難いと認めるとき

は、別に納期限及び納付額を定めることができる。  

（小学校給食運営審議会の委員）  

第8条 条例第8条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。  

(1) 学識経験者 

(2) 小学校給食実施校に在籍する児童の保護者の代表  

(3) 学校給食実施校の校長  

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

（担任事務） 

第9条 小学校給食運営審議会（以下「審議会」という。）は、次の事務を行うも

のとする。 

(1) 市長の諮問に応じて、小学校給食費の額について調査審議し、その結果を

市長に答申すること。  

(2) 市長の諮問に応じて、小学校給食の運営について調査審議し、その結果を

市長に答申すること。  

（任期） 

第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

2 委員は、再任することができる。  



（会長及び副会長）  

第11条 審議会に会長を置き、委員の互選でこれを定める。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する

委員が、その職務を代理する。  

（会議） 

第12条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。  

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。  

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。  

（関係職員等の出席）  

第13条 審議会において必要があると認めるときは、関係職員その他の関係者の

出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることがで

きる。 

（庶務） 

第14条 審議会の庶務は、教育委員会の学校給食担当課において処理する。  

（審議会の委任）  

第15条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、次条

の規定にかかわらず会長が審議会に諮って定める。  

（委任） 

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

附 則 

1 この規則は、令和 4年4月1日から施行する。  

2 この規則の施行に関し、必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前に

おいても、行うことができる。  

別表（第7条関係） 

期別 納期 納付額 

4月 5月末日 4,400円 

5月 6月末日 4,400円 

6月 7月末日 4,400円 

7月 8月末日 4,400円 



9月 9月末日 4,400円 

10月 10月末日 4,400円 

11月 11月末日 4,400円 

12月 12月25日 4,400円 

1月 1月末日 4,400円 

2月 2月末日 4,400円 

3月 3月末日 年間給食費から44,000円を減じた額  



 



様式第１号（第 3条関係） 

直方市小学校給食申込書 

直方市長 様 

 

 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則第 3条第 2項の規定により、小学校給食の提供について、次

のとおり申し込みます。 

 なお、児童の保護者が給食費を滞納した場合、児童手当法第 21 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、直方市

長から支給を受ける児童手当等の額から、給食費につき、当該児童手当等の支払期日をもって支払いに充てる旨

を申し出ます。 

 

申請日：    年   月   日 

児童 

又は職員 

学校名 小学校 学年・組 

（どちらかに☑） 

□ 新１年生 

（ふりがな） 

氏 名 

 
□   年   組 

 

 

保護者 

(給食費負担者) 

又は職員 

※自署 

住 所 
(〒    -     ) 

（ふりがな） 

氏 名 

 

 

電話番号  

次の 1.2のいずれか該当する（ ）に〇をつけてください。 

(  ) 1.上記の児童又は職員について、上記のとおり申し出た上、下記の注意事項及び承諾事項に同意し、

小学校給食を申し込みます。また、給食費の納入について、直方市小学校給食費の管理に関する条

例施行規則に基づき、給食費を納期限までに支払うことを確約します。 

(  ) 2.食物アレルギーその他のやむを得ない理由により、学校給食の提供は受けずに弁当を持参します。 

    →主治医記入の「学校生活管理指導票」を学校へ提出が必要。 

【注意事項】 

1.この申込書は 1人につき 1枚ずつ記入してください。 

2.この申込書の有効期限は、特に申出のない限り中学校を卒業(市外へ転校等)するまで継続されます。 

3.食物アレルギーなどの理由により、学校給食の全部又は一部の提供を受ける事ができない場合は、在籍する学

校に相談後、別途「直方市小学校給食変更申込書(様式第 2号)」及び主治医記入の「学校生活管理指導票」を

学校へ提出してください。 

【承諾事項】 

1.直方市から学校給食費滞納について説明を求める場合があります。 

2.滞納が続き、支払の意思が見られない時は、法的措置を執る場合があります。 

3.学校給食費を滞納された場合は、滞納理由、世帯状況等を把握するため、市関係機関及び学校が知り得ている

情報を必要な限度で共有して対応することがあります。 

 

 

  

教育委員会受付欄 

確認 

 

受付 

 



様式第 2号（第 6条関係） 

直方市学校給食変更申込書 

直方市長 様 

 

 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則第 6条第 2項の規定により、小学校給食の提供について、次

のとおり変更を申し込みます。 

 

申請日：    年   月   日 

児童 

又は職員 

学校名 小学校 学年・組 

（どちらかに☑） 

□ 新１年生 

（ふりがな） 

氏 名 

 
□   年   組 

 

 

保護者 

(給食費負担者) 

又は職員 

※自署 

住 所 
(〒    -     ) 

（ふりがな） 

氏 名 

 

 

電話番号  

次の 1.2.3.4.5のいずれか該当する（ ）に〇をつけてください。 

（  ） 1.食物アレルギー等の特別な理由により、学校給食の食材の一部提供停止を申し込みます。 

     （主治医記入の「学校生活管理指導票」の添付が必要） 

 

（  ） 2.食物アレルギー等の特別な理由により、飲用牛乳の提供停止を申し込みます。 

     （主治医記入の「学校生活管理指導票」の添付が必要） 

 

（  ） 3.宗教上の理由により、学校給食の食材の一部又は飲用牛乳の提供停止を申し込みます。 

     （提供停止する食材：                              ） 

 

（  ） 4.疾病や入院等により連続 5日以上欠席し、学校給食の全部提供停止を申し込みます。 

        停止期間   年  月  日 ～   年  月  日  

 

（  ） 5.提供開始を申し込みます。 

（提供開始する食材：                              ） 

 

【注意事項】 

1.飲用牛乳の提供停止及び学校給食の全部提供停止が減免の対象となります。 

2.申込書受理日から、5日(土日祝日を除く)以降より、減免の対象となります。 

3.この申込書は、1人につき 1枚ずつ記入してください。 

教育委員会受付欄 

確認 

 

受付 

 



別記様式（第 3条、第 6条関係） 

   

直方市小学校給食（変更）申込書 

 

直方市長 様 

 

給食を受けようとする児童の 

保護者(小学校給食費負担者) 〒   －   

                  住所                   

                   ふりがな  

                    氏 名                ㊞ 

                     電話番号（自宅 携帯 その他（  ）） 

                                     

 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則（第 3 条第 2 項・第 6 条第 2

項）の規定により、小学校給食の提供の（開始・変更）について、次のとおり

申し込みます。 

なお、小学校給食費の額、納期等に関しては、条例、規則その他の関係要綱

の定めによること並びに小学校給食費を滞納した場合その他給食の実施に必要

な場合、滞納状況、世帯及び出席の情報等を市関係機関及び小学校が必要な限

度で共有することに同意します。 

学校名 直方市立       小学校 学 年       年 

ふりがな 

児童氏名 

 

 

住  所  

給食 

(開始・変更）
年月日 

        年    月    日 

給食の種別 

 

1  完全給食 

(飲用牛乳と食事)         

2  食事のみ 

（飲用牛乳なし）   

3 飲用牛乳のみ 

（食事の提供なし） 

4  給食の提供を 

受けない 

備考 

 1 この申込は、在学中の給食の提供に関する申込です。(学年ごとの申込ではありま

せん。) 

 2 この申込は、児童ごとに記入し、学校に提出してください。 

 3 給食の種別は、食物アレルギー又は宗教上の理由など教育上配慮すべきと認めら

れるものがある場合のみに、2～4 を選択してください。また、食物アレルギーが

ある場合には、主治医記入の「学校生活管理指導票」を添付してください。 

 4 小学校給食費を滞納された場合は、滞納理由、世帯状況等を把握するため、市関

係機関及び学校が知り得ている情報を必要な限度で共有して対応することがあり

ます。 

 



直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

(小学校給食実施校) (小学校給食実施校) 

第3条 省略 第3条 省略 

2 小学校給食の提供を受けようとする児童の保護者は、直方市学

校給食申込書(様式第1号)をもって市長に申し込まなければな

らない。 

2 小学校給食の提供を受けようとする児童の保護者は、直方市小

学校給食(変更)申込書(別記様式)をもって市長に申し込まなけ

ればならない。 

(小学校給食費の減免) (小学校給食費の減免) 

第6条 省略 第6条 省略 

2 前項第1号の事由により、小学校給食費の減免を受けようとす

る児童の保護者は、直方市学校給食変更申込書(様式第2号)をも

って市長に申請しなければならない。 

2 前項第1号の事由により、小学校給食費の減免を受けようとす

る児童の保護者は、直方市小学校給食(変更)申込書       をも

って市長に申請しなければならない。 

3～5 省略 3～5 省略 

(小学校給食運営審議会の委員) (小学校給食運営審議会の委員) 

第8条 条例第8条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。 第8条 条例第8条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。 

(1) 学識経験者 (1) 小学校給食実施校の校長 

(2) 省略 (2) 省略 

(3) 学校給食実施校の校長 (3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 （新設） 

別表(第7条関係) 別表(第7条関係) 



期別 納期 納付額 

4月 5月末日 4,400円 

5月 6月末日 4,400円 

6月 7月末日 4,400円 

7月 8月末日 4,400円 

9月 9月末日 4,400円 

10月 10月末日 4,400円 

11月 11月末日 4,400円 

12月 12月25日 4,400円 

1月 1月末日 4,400円 

2月 2月末日 4,400円 

3月 3月末日 年間給食費から44,000円を減じた額 

 

様式第1号（第3条関係）  

 

様式第2号（第6条関係）  

期別 納期 納付額 

4月 4月末日 4,400円 

5月 5月末日 4,400円 

6月 6月末日 4,400円 

7月 7月末日 4,400円 

9月 9月末日 4,400円 

10月 10月末日 4,400円 

11月 11月末日 4,400円 

12月 12月25日 4,400円 

1月 1月末日 4,400円 

2月 2月末日 4,400円 

3月 3月末日 年間給食費から44,000円を減じた額 

 

別記様式（第3条、第6条関係）  

 



 

 

 

議案第 16号 

 

 

 

 

  直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の全部を改正する 

規則について 

 

 

 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の全部を改正する規則

について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 10月 5日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第2条第19号の規定により提案するもの

である。 

資料２ 



直方市学校給食費の管理に関する条例施行規則  

 

直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和 2年直方市規則第1号）

の全部を改正する。  

（趣旨） 

第1条 この規則は、直方市学校給食費の管理に関する条例（令和3年直方市条例

第号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。  

（学校給食実施校）  

第3条 条例第3条に規定する規則で定める学校は、直方市立学校設置条例（昭和

44年直方市条例第5号）に定める小学校及び中学校とする。  

2 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒の保護者は、直方市学校給食申

込書（様式第1号）をもって市長に申し込まなければならない。  

（小学校給食費の額）  

第4条 条例第4条第2項の小学校給食費に相当する額は、1食あたり264円とする。 

2 一の年度において納付すべき小学校給食費の額（以下「小学校年間給食費」と

いう。）は、264円に当該小学校における小学校給食の年間実施回数を乗じて得

た額とする。 

（中学校給食費の額）  

第5条 条例第4条第3項の中学校給食費に相当する額は、 1食あたり300円とする。 

2 一の年度において納付すべき中学校給食費の額（以下「中学校年間給食費」と

いう。）は、300円に当該中学校における中学校給食の年間実施回数を乗じて得

た額とする。 

（小学校年間給食費の調整）  

第6条 第4条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による小学校年間

給食費は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。  

(1) 年度の途中で市外より転入した場合  264円に転入学年月日以降の当該小

学校における小学校給食の実施回数を乗じて得た額  

(2) 年度の途中で市外へ転出した場合  264円に転出先の学校が受け入れた日

の前日までの当該小学校における小学校給食の実施回数を乗じて得た額  

（中学校年間給食費の調整）  



第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による中学校年間

給食費は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 年度の途中で市外より転入した場合  300円に転入学年月日以降の当該中

学校における中学校給食の実施回数を乗じて得た額  

(2) 年度の途中で市外へ転出した場合  300円に転出先の学校が受け入れた日

の前日までの当該中学校における中学校給食の実施回数を乗じて得た額  

（学校給食費の減免）  

第8条 条例第6条の規定による学校給食費の減免は、次の場合に行うものとする。 

(1) アレルギー又は宗教上の理由その他教育上配慮すべきと認められる理由

で学校給食の全部又は一部を受けることができないとき。  

(2) 病気、事故その他の理由により連続して 5日以上（学校休業日を除く。）

学校給食を受けないとき。  

(3) 市長が特に必要と認めたとき。  

2 前項第1号の事由により、学校給食費の減免を受けようとする児童又は生徒の

保護者は、直方市学校給食変更申込書（様式第 2号）をもって市長に申請しなけ

ればならない。 

3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その可否を決定し、当該児

童又は生徒の保護者に通知するものとする。  

4 市長は、第1項第2号又は第3号により学校給食費の減免を行う場合は、その事

由について必要な調査を行うものとする。 

5 学校給食費を減免対象とする期間は、市長が定める期間とする。  

6 第4項の場合において減免を行う場合は、当該保護者に通知するものとする  

（小学校給食費の徴収等）  

第9条 小学校給食費の納期限及び納付額は、別表第 1の通りとする。ただし、市

長は、第6条の規定により給食費の特例を適用したとき、前条の規定により小学

校給食費を減免したときその他の本文中の納期限及び納付額により難いと認め

るときは、別に納期限及び納付額を定めることができる。  

（中学校給食費の徴収等）  

第10条 中学校給食費の納期限及び納付額は、別表第2の通りとする。ただし、市

長は、第7条の規定により給食費の特例を適用したとき、第 8条の規定により中

学校給食費を減免したときその他の本文中の納期限及び納付額により難いと認

めるときは、別に納期限及び納付額を定めることができる。  



（学校給食運営審議会の委員）  

第11条 条例第8条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。  

(1) 学識経験者 

(2) 学校給食実施校に在籍する児童又は生徒の保護者の代表  

(3) 学校給食実施校の校長  

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

（担任事務） 

第12条 学校給食運営審議会（以下「審議会」という。）は、次の事務を行うも

のとする。 

(1) 市長の諮問に応じて、学校給食費の額について調査審議し、その結果を市

長に答申すること。  

(2) 市長の諮問に応じて、学校給食の運営について調査審議し、その結果を市

長に答申すること。  

（任期） 

第13条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

2 委員は、再任することができる。  

（会長及び副会長）  

第14条 審議会に会長を置き、委員の互選でこれを定める。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する

委員が、その職務を代理する。  

（会議） 

第15条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。  

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。  

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。  

（関係職員等の出席）  

第16条 審議会において必要があると認めるときは、関係職員その他の関係者の

出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることがで

きる。 

（庶務） 



第17条 審議会の庶務は、教育委員会の学校給食担当課において処理する。  

（審議会の委任）  

第18条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、次条

の規定にかかわらず会長が審議会に諮って定める。  

（委任） 

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和 4年8月1日から施行する。  

（準備行為） 

2 この規則の施行に関し、必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前に

おいても、行うことができる。  

別表第1（第9条関係） 

期別 納期 納付額 

4月 5月末日 4,400円 

5月 6月末日 4,400円 

6月 7月末日 4,400円 

7月 8月末日 4,400円 

9月 9月末日 4,400円 

10月 10月末日 4,400円 

11月 11月末日 4,400円 

12月 12月25日 4,400円 

1月 1月末日 4,400円 

2月 2月末日 4,400円 

3月 3月末日 小学校年間給食費から44,000円を減じた額  

別表第2（第10条関係） 

期別 納期 納付額 

4月 5月末日 4,900円 

5月 6月末日 4,900円 

6月 7月末日 4,900円 



7月 8月末日 4,900円 

9月 9月末日 4,900円 

10月 10月末日 4,900円 

11月 11月末日 4,900円 

12月 12月25日 4,900円 

1月 1月末日 4,900円 

2月 2月末日 4,900円 

3月 3月末日 中学校年間給食費から49,000円を減じた額  



様式第1号（第3条関係） 



様式第2号（第8条関係） 

 



 

 

 

議案第 17号 

 

 

 

 

  直方市教育委員会交際費に関する要綱の一部を改正する告示について 

 

 

直方市教育委員会交際費に関する要綱の一部を改正する告示について、

別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 10月 5日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 

資料３ 



直方市教育委員会交際費に関する要綱  

平成24年3月14日 

教育委員会告示第1号 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）又は教

育長の職務を代理する者が、教育委員会を代表して行う外部の個人又は団体と

の交際に要する経費（以下「交際費」という。）の種別、支出範囲、支出基準

及び支出内容の公表について、必要事項を定めることにより、教育行政運営の

一層の透明性を図ることを目的とする。  

（支出先） 

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。  

(1) 直方市教育委員会の事務事業と直接かつ密接に関係しているもの  

(2) 直方市教育行政の伸展に功績があったもの  

(3) 直方市教育委員会の重大な過失に起因する災害、事故等にあったもの  

(4) その他教育長が特に必要と認めるもの  

（支出区分） 

第3条 交際費は、前条各号に掲げるものとの交際において、次の区分により支出

することができるものとする。  

(1) 会費 各種団体への年会費又は会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参

加に係る経費 

(2) 慶祝 慶事、総会、各種行事等に係るお祝い。ただし、市が補助を行って

いる団体へは、原則として支出しないものとする。  

(3) 弔慰 葬儀における香典、弔花、供物等の支出に係る経費  

(4) 見舞 病気見舞及び罹災見舞  

(5) 贈答 市の教育行政運営上必要な相手への土産代又は記念品代  

(6) 賛助 公益性が高く趣旨に賛同できる経費。ただし、市が補助を行ってい

る団体へは、原則として支出しないものとする。  

(7) 接遇 市の教育行政運営上必要と認められる場合の接遇に要する費用  

(8) その他 市の教育行政運営上、教育長が特に支出する必要があると認めら

れる費用 

（交際費の額） 

第4条 交際費として支出する額は、別表第1及び別表第2に定める額に消費税及び



地方消費税を加算した額とする。  

（公表） 

第5条 教育長は、次の各号に定める事項について、公表しなければならない。  

(1) 支出の日 

(2) 支出区分 

(3) 支出金額 

(4) 支出内容 

（公表の時期及び方法）  

第6条 交際費の公表は、支出した交際費について、当月分を翌月の末日までに直

方市ホームページへの掲載及び教育委員会事務局において閲覧に供することに

より行うものとする。  

（個人情報の保護）  

第7条 交際費の公表にあたっては、直方市個人情報保護条例（平成 18年直方市条

例第20号）に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。  

（その他） 

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。  

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。  

別表第1（第4条関係） 

区分 本人の場合 親族の場合 

弔慰 直方市教

育委員会 

現職教育長・委

員 

弔花 40,000円 香典 10,000円 

元委員長・元教

育長 

弔花 15,000円  

直方市 現職市長・副市

長・市議会議員 

弔花 20,000円 香典 5,000円 

市政功労者その他教育行

政の進展に功績があると

教育長が認めた者  

弔花 15,000円 香典 5,000円 

国会議員・県会議員・筑豊

地区の市町村長、議長及び

弔花又は香典 

20,000円以内 

香典 5,000円 



教育長 

所管教育事務所職員（所

長・副所長）市立学校職員

（校長・教頭）  

弔花 15,000円 香典 5,000円 

その他教育長が認める者  必要に応じて 

注 この表において「親族」とは、配偶者、血族一親等及び同居の姻族一親等

の者をいう。 

別表第2（第4条関係） 

区分 金額 備考 

会費 実費  

慶祝 祝賀会 10,000円  

各種総会・大会等  10,000円以内 必要に応じ教育長が判断する。  

国、県、他市町村

等の式典 

10,000円以内 必要に応じ教育長が判断する。  

その他教育長が認

めるもの 

10,000円以内 必要に応じ教育長が判断する。  

見舞 病気見舞 10,000円 弔慰の弔花対象者（本人）  

罹災見舞 5,000円以内

（菓子・生花） 

教育委員会の責任に起因するもの  

贈答 手土産・記念品  5,000円以内 必要に応じ教育長が判断する。  

賛助 賛助金 10,000円以内

若しくは品物 

必要に応じ教育長が判断する。  

接遇 懇談会費 1人6,000円以

内 

 

その他教育長が認める

もの 

10,000円以内 教育行政に対する貢献度に応じて教育

長が判断する。  

 



直方市教育委員会交際費に関する要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(交際費の額) (交際費の額) 

第4条 交際費として支出する額は、別表第1及び別表第2に定める

額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。 

第4条 交際費として支出する額は、別表第1及び別表第2に定める

                                  額とする。 

 



 

 

 

議案第 18号 

 

 

 

 

  直方市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

 

 

直方市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について、別紙のと

おり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 10月 5日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 

資料４ 



直方市教育委員会公印規則  

昭和47年5月11日 

直方市教育委員会規則第2号 

（目的） 

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、直方市教育委員会の公印の取扱

いについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する直方市教育委員会の印、学

校その他の教育機関の印及び職印をいう。  

（公印の種類及び使用区分）  

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。  

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。  

3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。  

（公印の名称、ひな型等）  

第4条 公印の名称、書体、形状及び寸法は、別表第 1のとおりとし、そのひな型

は、別表第2のとおりとする。  

（公印の管理） 

第5条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。  

（公印の保管者）  

第6条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印について、それぞれ保管者

を置く。 

2 各公印の保管者は、別表第 1のとおりとする。  

（公印取扱責任者）  

第7条 保管者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者（以下「取扱責任者」

という。）を所属職員のうちから指名することができる。  

2 取扱責任者は、保管者の命を受け公印の保管その他公印に関する事務に従事す

る。 

（取扱責任者の通知）  

第8条 保管者は、取扱責任者を指名又は変更したときは、速やかにその職氏名を

教育総務課長に通知しなければならない。  

（押印手続） 

第9条 公印を押印する場合は、決裁を得た原議及び押印を必要とする文書を保管



者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。  

2 教育総務課長が保管する公印を使用する場合は、公印使用簿（様式第 1号）に

所定の事項を記載しなければならない。  

（印影印刷） 

第10条 第4条に規定する公印を使用すべき文書で一定の字句若しくは内容のも

のを多数印刷するもの又は教育長が認めたものについては、同条に規定する公

印の押印に代えて、公印の印影又はこれを伸縮した印影の印刷（以下「印影印

刷公印」という。）をすることができるものとする。  

2 印影印刷公印については、その書体、形状、寸法、ひな型及び用途を告示する

ものとする。 

3 印影印刷物の作成を完了したときは、その実績を保管者に報告するとともに、

その原板を直ちに廃棄しなければならない。  

（電子計算組織による公印）  

第10条の2 電子計算組織（一定の処理手順に従い記録し、演算し、その他の事務

を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。）を利用して証明等を行

う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公

印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの（以下「電子印影」という。）

を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。  

2 電子印影を使用しようとする主務課長は、事前に教育総務課及び情報管理担当

課に合議しなければならない。  

3 電子印影を使用する主務課長（情報管理担当課が管理する汎用コンピュータ

（以下「汎用機」という。）を利用して証明等を行う場合にあっては、情報管

理担当課を含む。）は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印

影を適正に管理しなければならない。  

4 教育総務課長は、電子印影台帳（様式第 2号）を備え、電子印影を使用する事

務を記録しなければならない。  

5 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消

去し、教育総務課長及び情報管理担当課長に通知しなければならない。ただし、

当該電子印影が汎用機を利用したものである場合にあっては、情報管理担当課

がこれを消去し、教育総務課長に通知するものとする。  

（公印の持出） 

第11条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、



特別の事由により保管者において必要と認めるときは、公印持出使用経伺簿（様

式第3号）に所要事項を記入し、保管者の承認を得て使用させることができる。 

（公印の登録） 

第12条 公印の公正な取扱いを行うため、教育総務課長は公印台帳（様式第 4号）

を備え、公印の登録をしなければならない。  

2 保管者は、前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。 

（職務代理者の印影印刷公印）  

第13条 教育長に職務代理者が置かれた場合は、教育委員会教育長の印影印刷公

印を職務代理者の印影印刷公印とみなすものとする。  

（公印の新調、改刻又は廃棄）  

第14条 公印の新調、改刻又は廃棄（以下「異動」という。）をしようとすると

きは、あらかじめ教育総務課長と協議のうえ、教育長の決裁を受けなければな

らない。 

2 保管者は、公印に異動があったときは、公印異動届（様式第 5号）により、速

やかに教育総務課長に通知しなければならない。  

3 教育総務課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに公印台帳を整理しなけ

ればならない。 

（廃棄した公印の処分）  

第15条 前条第1項の規定により、公印を廃棄したときは、保管者はその公印を速

やかに教育総務課長に引き渡さなければならない。  

2 教育総務課長は、前項により公印の引き渡しを受けたときは、切断又は焼却等

適当な方法で廃棄しなければならない。  

（公印の事故届）  

第16条 保管者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、速やかに

公印事故届（様式第6号）により、教育総務課長を経て、教育長に報告しなけれ

ばならない。 

2 公印に関し、偽造等の事故があったときも前項と同様とする。  

（公印の異動等の告示）  

第17条 第14条第2項、第15条第1項及び前条に規定する公印の異動又は事故の場

合は、速やかにその事実を告示するとともに、関係官公庁に通報しなければな

らない。 

（公印保管状況等の調査）  



第18条 教育総務課長は、公印の保管、使用状況等について、適宜必要な事項を

調査することができる。  

附 則 

1 この規則は、昭和 47年6月1日から施行する。  

2 この規則の施行の際、現に使用中の公印は、改刻を要するまで使用することが

できる。 

別表第1（第4条・第6条関係） 

一般公印 

名称 ひな型 書体 形状 寸法 

ミリメートル 

保管者 

教育委員会印 1 てん書 正方形 30 教育総務課長  

削除 2     

削除 3     

教育委員会教育

長印 

4 てん書 正方形 21 教育総務課長  

教育委員会教育

長職務代理者印 

5 てん書 正方形 21 教育総務課長  

教育委員会教育

部長印 

6 てん書 正方形 21 教育総務課長  

教育委員会課長

印 

7 てん書 正方形 21 当該課長 

学校印 8 てん書 正方形 21 当該学校長 

学校長印 9 てん書 正方形 21 当該学校長 

学校長職務代理

者印 

10 てん書 正方形 21 当該学校長又は当該

学校長職務代理者  

中央公民館印 11 てん書 正方形 30 中央公民館長  

中央公民館長印 12 てん書 正方形 21 中央公民館長  

削除 13     

削除 14     

図書館印 15 古印体 正方形 36 図書館長 

図書館長印 16 古印体 正方形 18 図書館長 



削除 17     

教育研究所長印 18 てん書 正方形 23.5 教育研究所長  

石炭記念館印 19 古印体 正方形 30 石炭記念館長  

石炭記念館長印 20 古印体 正方形 21 石炭記念館長  

美術館印 21 てん書 正方形 30 美術館長 

美術館長印 22 てん書 正方形 21 美術館長 

専用公印 

名称 ひな型 書体 形状 寸法 

ミリメートル 

保管者 

告示、表彰状専用

教育委員会印 

1 てん書 正方形 45 教育総務課長  

卒業証書、賞状専

用学校印 

2 てん書 正方形 60 当該学校長 

卒業証書、証明書

割印専用学校印 

3 てん書 だ円形 縦35 

横14 

当該学校長 

別表第2（第4条関係） 

一般公印 

1 2 3 4 

 

削除 削除 

 

5 6 7 8 

    

9 10 11 12 

    

13 14 15 16 



削除 削除 

  

17 18 19 20 

削除 

   

21 22  

  

専用公印 

1 2 3 

  

 

 



直方市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

様式第5号(第14条関係) 様式第5号(第14条関係) 

 

 



様式第6号(第16条関係) 様式第6号(第16条関係) 

 

 

 



議案第 19号 

 

 

直方市美術館協議会委員の委嘱について 

 

 

 

直方市美術館協議会委員の委嘱について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 10月 5日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

提案理由 

直方市教育委員会事務委任規則第2条第10号の規定により提案するもの

である。 

 

資料５ 



令和３年度　直方市美術館協議会委員名簿（案）

氏　　名 役　職　等 備　　考

中島　順一 元北九州市美術館副館長 専門家

能間　瀧次 直方市文化連盟会長 専門家

河野　一太 明治町商店街日若写真館店主 専門家

森田　秀樹 福岡県美術協会会員 専門家

渡邊　佐智子 植木小学校校長 専門家

佐竹　真由子 直方第二中学校 専門家

　任期：2年（委嘱日から2年）
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令和３年９月定例会一般質問 

 

１．安永 浩之 議員（１番）一問一答 

１．コロナワクチン接種について 

２．災害救助におけるドローン活用について 

３．スケートボードの利用施設整備について 

 

２．三根 広次 議員（２番）一問一答 

１．特別な配慮が必要な児童・生徒の教育について 

 

３．渡辺 和幸 議員（１０番）一問一答 

１．新型コロナウイルス感染症対策について 

２．介護施設入所者の補足給付制度改定について 

 

４．篠原 正之 議員（３番）一問一答 

１．コロナ禍における情報発信（ライン、つながるのおがた、ホームページ）の重要性

と行政側の認識について 

 

５．那須 和也 議員（９番）一問一答 

１．地域における再生可能エネルギーについて 

２．誰もが参加できるフットパス活動について 

 

６．矢野 富士雄 議員（１６番）一問一答 

１．８月の長雨豪雨の市の対応と対策、今後の防災方針について 

２．小中学校に於ける防災教育について 

 

７．森本 裕次 議員（４番）一問一答 

１．コロナ禍での８月豪雨対応と今後のまちづくりについて 

２．コロナ禍における健康維持と公共施設運営について 

 

８．野下 昭宣 議員（７番）一問一答 

１．市長の政治姿勢について 

 

９．澄田 和昭 議員（１１番）一問一答 

１．国のＧＩＧＡスクール構想により小・中学校に一人一台配備されたタブレット等の

問題について 

資料６－１ 
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10．渡辺 幸一 議員（５番）一問一答 

１．直方市シニアクラブ連合会の維持発展と運営協力について 

 

11．村田 明子 議員（１７番）一問一答  

１．天神橋架け替えの進捗状況について 

２．直方市立学校再編について 

 

12．紫村 博之 議員（１３番）一問一答 

１．コロナワクチン接種の推進と感染者への支援について 

 

13．渡辺 克也 議員（１５番）一問一答 

１．直方市普通財産の管理について 

 

14．髙宮 誠 議員（１２番）一問一答 

１．直方市における更生保護について 

２．学校再編について 



 ９月市議会について  

一般質問 

(1) 安永 浩之 議員 

〇スケートボードの利用施設整備について・・・・・文スポ 

 

市内各公園でのスケートボード利用は、舗装の破損等の危険性があるため、許可できない。

今後、競技人口等を踏まえて整備の可能性を検討したい。任意団体構築に対し関心が出てき

た場合は、体育館の窓口などに相談いただき、他市の施設や、団体関係者へ繋ぐなどの協力

を始めていきたい。 

 

(2) 三根 広次 議員 

〇特別な配慮が必要な児童・生徒の教育について・・・・学校教育 

 

発達障がい等により特別な支援を必要とする児童生徒は増加傾向にある。特別支援学級や

通級指導教室では、個別の指導計画を作成し、保護者と連携して、実態に合ったきめ細かな

支援を行っており、今後も、教員の研修会や関係機関との連携により支援を充実させていく。 

 

 

(3) 渡辺 和幸 議員 

〇新型コロナウイルス感染症対策について・・・・・こども育成、学校教育 

 

感染者の自宅療養支援は、県の制度を中心に、市の支援方針を検討したい。 

学校や保育所等でのＰＣＲ検査実施は難しいが、配布される抗原検査キットを適切に運用

していきたい。 

また、保育所等へ配布している補助金を保育従事者の感染防止業務の手当に充てるなどに

活用してほしい。 

 

 

(4) 矢野 富士雄 議員 

〇小中学校に於ける防災教育について・・・・・学校教育 

 

各学校では、防災・避難計画を教育指導計画の中に位置付け、毎年、計画的に行っている。

また、ハザードマップ等を活用した学習を適宜行っている。 

今後は、学校、地域住民、市役所、消防等の関係機関が一体となった取り組みを進めてい

く必要があると考えている。 

 

 

(5) 森本 裕次 議員 

〇コロナ禍における健康維持と公共施設運営について 

資料６－２ 



 

市の公共施設の開閉については、国等の通知、感染状況、近隣自治体施設の開閉等を判断の

参考に対策本部会議で決定している。長期の行動制限で、体力の衰えも心配されるが、今後

も、施設の性格や利用者の性質を考え、一律に閉めてしまわず、安全・安心な施設運営を心

掛けていきたい。 

 

 

(6) 澄田 和昭 議員 

〇国のＧＩＧＡスクール構想により小・中学校に一人一台・・・・・学校教育 

配備されたタブレット等の問題について 

 

オンライン授業に関しては、各家庭のインターネット環境、タブレットのフィルタリング、

破損時の補償等の様々な課題があり、解決に向けて準備をしていく。 

今後、現場の教職員が、ＩＣＴ機器の推進を進める上で必要な研修をはじめ、ハード面、

ソフト面の充実を図っていく。 

 

(7) 村田 明子 議員 

〇直方市立学校再編について・・・・・教育総務 学校教育 

 

市内の小中学校施設の改修等については、直方市学校施設等長寿命化計画により進めている。

学校再編では、子どもたちにとって適切な教育環境を整備することが大前提である。 

今後、施設の課題、児童生徒の減少数、保護者、地域の思い、財源等を総合的に考え、道筋

を立てていく必要がある。 

 

(8) 紫村 博之 議員 

〇コロナワクチン接種の推進と感染者への支援について・・・・学校教育 

 

ワクチン接種は、全国平均ペースで進行しており、健康被害が発生した場合は、市の機関

を経由して厚労働省へ救済の申請を行う。 

学校では、保健所と連携して対応するよう文科省から示されている。また、学習支援につ

いては、今後のタブレット活用やオンライン学習を検討している。 

 

(9)髙宮 誠 議員 

〇学校再編について・・・・・ 教育総務 学校教育 

 

子どもたちの学びの場として学校規模の適正化が課題となっている。 

今後、地域や保護者など多くの人の理解を得るために、情報収集、情報公開が重要だと考え

る。また、課題は多岐にわたるため、全庁的な協議も欠かせない。一方で、現在取り組んで

いる小中一貫教育の充実は継続していく。 



 

 

直方市幼児教育のための絵本配布事業実施要綱を一部を改正する告示 

 

直方市幼児教育のための絵本配布事業実施要項（令和 3年直方市告示第 114号）

の一部を次のように改正する。  

 第3条中「を市長に提出して」を「の提出又は電子情報処理組織（情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第151号）第6条第1項に規定

する電子情報処理組織をいう。）の使用による届出により市長に」に改める。  

 

資料７  



【様式ファイルあり】  



 

 



直方市幼児教育のための絵本配布事業実施要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(申請) (申請) 

第3条 対象者の保護者(対象者を現に監護する者をいう。以下同

じ。)は、市長が別に指定する日までに幼児教育のための絵本配

布事業申請書(別記様式)の提出又は電子情報処理組織(情報通

信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第1

51号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用

による届出により市長に申請するものとする。 

第3条 対象者の保護者(対象者を現に監護する者をいう。以下同

じ。)は、市長が別に指定する日までに幼児教育のための絵本配

布事業申請書(別記様式)を市長に提出して                  

                                                        

                                                        

                     申請するものとする。 

別記様式(第3条関係) 別記様式(第3条関係) 

省略 省略 

 



直方市教育委員会
日 曜 直方市 学校行事 振替

1 月 ◎定例校長会議（15:30～ 503,504） 焼き物教室(新)
西 中６年
植小５年

2 火
就学時健康診断(午後 直方商工会議所)

委員会活動(南) 授業参観(感) 高校説明会(二) 中堅教諭等資質向上研修(中)③【県センター】

3 水 文化の日 文化の日

4 木
防災教育(感) 内科検診(上) 委員会活動(下)
水流実験出前授業(下) 避難訓練(植小)
代表委員会(東)

県重点課題研究発表会(広川町教育委員会：３年次)

5 金 就学時健康診断(午後 直方商工会議所) 避難訓練(感 下 中) 代表委員会(中)
県重点課題研究中間報告会(東峰村教育委員会：２年次)
学力向上推進拠点校２年次中間報告会(志免町立志免東中学校)
福岡教育大学附属小倉中学校研究発表会

6 土
運動発表会（東）

運動発表会（東） 福岡県小・中学生科学研究作品展

7 日
◎ハートフル奨学金面接日(午後 503・504)
運動発表会（南）

運動発表会（南） 福岡県小・中学生科学研究作品展表彰式及び研究発表会

8 月 焼き物教室(感) 外国語指導助手(ＡＬＴ)連絡協議会② 南

9 火
就学時健康診断(午後 直方商工会議所) 浄化槽出前講座(感) オンライン英会話(植小)

直方特別支援学校との交流(一)

食に関する指導研修会
学力向上推進拠点校２年次中間報告会
(大川市立大川桐薫中学校)

10 水
◎直方第三中学校区重点課題三年次最終報告会(午後 直方三
中)
就学時健康診断(午後 上頓野小学校)

修学旅行(新) 自然教室(中) 代表委員会(南)
おでかけクラシック(感) 居住地校交流(下)
委員会活動(植小) 内科検診(一)

県重点課題研究発表会(直方市教育委員会：３年次)
若年教員研修１年目(初任者研修)(小)④【県センター】Ａ日程
若年教員研修(栄養教諭)１年目③【県センター】
ミドルリーダー養成講座(学校経営参画)⑥

11 木 就学時健康診断(午後 直方商工会議所)
修学旅行(新、下) 自然教室(中) 合唱発表会(一)
おでかけクラシック(東)

県重点課題研究中間報告会(鞍手町教育委員会：２年次)
学力向上推進拠点校２年次中間報告会(築上町立椎田中学校)
ミドルリーダー養成講座(子供と教師の学びをアップデート)④

12 金 ◎直方第二中学校区小中交流会(午後 上小) 修学旅行(下) 自然教室(中)
☆宮若市立宮田東小学校研究発表会
県重点課題研究発表会(桂川町教育委員会：３年次)

13 土 第２回教育支援委員会(午後 503・504) 小学生イングリッシュ・チャレンジＡ(福岡・北九州)

14 日 日曜参観(中)
「スポコン広場」地区大会
小学生イングリッシュ・チャレンジＢ(福岡・北九州)
科学の甲子園ジュニア県代表説明会

15 月 個人懇談(新) 中

16 火 ◎定例教育委員会(15:30～ 808) 若年教員研修２年目(授業研修：校外)(小・中)ａグループ
若年教員研修(栄養教諭)２年目(授業研修：校外)(小・中)ａグループ

17 水 ◎教育委員会訪問(午前 直方西)
期末考査(全中) 個人懇談(新) 委員会活動(感)
代表委員会(植小) 居住地校交流(下)

若年教員研修１年目(初任者研修)(授業研修：校外③)(小)ｂグループ
福教連研究発表協議会（県センター）
県重点課題研究発表会(須恵町教育委員会：３年次)

18 木
期末考査(全中) 校内研修(北) 個人懇談(新 東)
内科検診(上)

☆岡垣町立吉木小学校研究発表会
県重点課題研究発表会(吉富町教育委員会：３年次)
福岡県学力向上推進会議
福岡県人権教育研修会③

19 金 ◎植木中学校区小中交流研究会(午後 植小)
期末考査(全中) 個人懇談(東) 昔遊び(感)
眼耳鼻科検診(下)

☆中間市立底井野小学校研究発表会
学力向上先進校視察研修事前研修(予定)
福岡教師塾⑧

20 土

21 日

22 月
個人懇談(東) 職員会議(南) オンライン英会話(新)
性暴力から子どもを守る授業(中)

福岡県道徳教育地域指導者研修④
中央研修事前説明会⑤

23 火 勤労感謝の日 勤労感謝の日

24 水
個人懇談(北) 代表委員会(新) 夢授業(感)
クラブ活動(植小) 内科検診(一)

「主体的・対話的で深い学び」授業実践講座(小)
若年教員研修１年目(初任者研修)(小)④【県センター】Ｂ日程

25 木
個人懇談(北 感) 音読集会(新) 人権集会(下 中)
職員会議(下) 委員会活動(東)

学力向上推進拠点校２年次中間報告会(大刀洗町立大刀洗中学校)

26 金 ◎直方第一中学校区小中交流研究会(午後 下境小)
修学旅行(西) 個人懇談(北 感) 授業参観(植小)
居住地校交流(二)

27 土 修学旅行(西)

28 日 直方第一中学校区人権文化祭

29 月 個人懇談(感)
ＡＬＴ指導力等向上研修①【県センター】
学力向上先進地域視察研修(予定)(～３０日) 西６年

30 火 居住地校交流(下)
若年教員研修２年目(授業研修：校外)(小・中)ｂグループ
若年教員研修(栄養教諭)２年目(授業研修：校外)(小・中)ｂグループ

ＡＬＴ指導力等向上研修②【県センター】

北九州教育事務所・教育センター等

備
　
　
考
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